
 

千 葉 県 袖 ヶ 浦 福 祉 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 新 旧 対 照 表 

 

新 旧 
附 則 附 則 

 （ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 指 定 の 手 続 の 特 例 ）  

２ 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る セ ン

タ ー の 管 理 に つ い て 、 千 葉 県 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 の 手 続 等 に 関

す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 千 葉 県 条 例 第 二 号 。 以 下 「 指 定 手 続 条 例 」 と い う 。 ）

第 二 条 の 規 定 に よ る 申 請 が で き る も の は 、 法 人 そ の 他 の 団 体 で 知 事 が 指 定 管

理 者 と し て 適 切 と 認 め る も の と す る 。 

 

３ 知 事 は 、 指 定 手 続 条 例 第 三 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 前 項 の 場 合 に お い て 、

指 定 手 続 条 例 第 二 条 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 の 内 容 が 第 五 条 の 業 務 を 行

う た め に 適 切 で あ り 、 か つ 、 当 該 書 類 を 提 出 し た 法 人 そ の 他 の 団 体 が 指 定 手

続 条 例 第 三 条 各 号 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す と 認 め る と き は 、 当 該 法 人 そ の 他 の

団 体 を 議 会 の 議 決 を 経 て 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す る も の と す る 。 

 

  

 


